
口
＝
稟
旨
し
ら
ベ
 
 

ト
 
こ
の
時
代
の
背
景
 
 

わ
れ
わ
れ
は
、
い
ま
信
教
の
自
由
を
保
障
さ
れ
て
い
る
。
明
治
憲
法
第
二
十
八
粂
ほ
「
日
本
臣
民
〈
安
寧
秩
序
ヲ
妨
ケ
ス
及
 
 

臣
民
ク
ル
ノ
義
務
二
背
カ
サ
ル
限
リ
ニ
於
テ
信
教
ノ
自
由
ヲ
有
ス
」
と
規
定
し
、
改
正
憲
法
ま
た
第
二
十
条
を
も
つ
て
↓
信
教
 
 

の
自
由
ほ
何
人
に
対
し
て
も
こ
れ
を
保
障
す
る
」
と
し
、
公
的
機
関
が
宗
教
活
動
を
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
一
方
、
個
人
ほ
、
 
 

強
制
に
よ
つ
て
宗
教
行
為
や
行
事
に
参
加
す
る
こ
と
の
な
い
全
く
の
自
由
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
信
仰
は
個
人
の
問
題
な
の
で
 
 

あ
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
が
、
昔
は
日
本
の
宗
教
を
神
道
、
仏
教
の
伝
統
的
な
も
の
に
限
り
、
費
臣
秀
吉
ほ
天
正
十
五
年
（
一
五
八
七
）
当
時
 
 

草
推
し
て
い
た
キ
リ
ス
ト
教
を
禁
止
す
る
最
初
の
法
令
を
出
し
、
在
留
宣
教
師
の
国
外
追
放
を
命
じ
た
。
（
琶
慶
長
十
七
年
（
 
 

二
ハ
一
二
）
に
は
徳
川
家
康
も
、
ま
ず
幕
府
直
轄
の
地
に
キ
リ
ニ
〈
－
教
禁
止
令
を
し
き
、
翌
十
八
年
に
ほ
、
こ
れ
を
全
国
に
及
 
 

ぼ
し
た
。
当
時
は
鎖
国
の
時
代
で
あ
つ
て
、
キ
ッ
ス
ー
教
の
布
教
に
ょ
つ
て
、
内
的
な
勢
力
が
弱
め
ら
れ
、
将
来
に
対
す
る
彼
 
 

等
の
保
身
策
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
仏
教
、
神
道
と
キ
リ
ス
ト
教
と
ほ
諸
方
で
よ
く
衝
突
し
、
こ
と
に
九
 
 

州
で
ほ
こ
れ
が
甚
だ
し
か
つ
た
の
で
将
来
を
憂
慮
し
て
こ
の
単
に
出
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
情
勢
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
煙
れ
は
止
む
ぺ
く
も
な
く
、
一
部
の
人
々
の
間
で
は
依
然
と
し
て
 
 

強
く
信
仰
の
火
が
も
え
て
い
た
。
厳
し
い
幕
府
の
取
調
べ
ほ
、
こ
れ
紅
対
抗
し
て
色
々
な
形
で
続
行
さ
れ
、
ど
こ
ま
で
も
当
時
 
 

の
峻
厳
な
身
分
の
差
別
を
守
ろ
う
と
つ
と
め
、
「
人
間
ほ
神
の
前
に
平
等
で
あ
る
」
と
す
る
信
者
の
立
場
に
立
向
つ
た
の
で
 
 

あ
る
。
そ
れ
は
、
時
に
、
島
原
の
乱
（
寛
永
十
四
年
1
一
六
三
七
）
の
よ
う
な
武
断
に
あ
ら
わ
れ
、
他
の
場
合
に
は
、
か
の
有
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諾
1
 
文
政
寅
年
ふ
天
保
申
達
請
瞥
付
和
帖
（
揖
田
信
氏
戒
）
 
 

往
来
手
形
一
札
之
事
 
 

豊
田
郡
小
林
村
 
 

庄
≡
郎
、
女
房
、
娘
た
め
、
娘
つ
い
 
 
 

右
之
者
宗
旨
之
儀
者
代
々
真
言
宗
二
而
拙
寺
旦
那
二
紛
無
御
座
供
此
圧
四
国
順
 
 

拝
ヲ
辟
出
慣
間
所
之
御
関
所
紬
…
相
違
御
適
可
被
下
候
行
書
供
節
旨
一
宿
等
撃
厩
上
 
 

瞑
芳
又
何
国
二
而
病
死
等
任
侠
も
以
御
慈
悲
を
其
併
之
御
作
法
二
御
取
征
可
懲
下
 
 

僕
勿
論
国
元
へ
御
附
屈
ケ
ニ
及
不
申
為
後
日
俵
而
一
札
如
件
 
 
 

文
化
十
四
年
（
一
八
一
七
）
真
一
空
一
月
 
 

徳
 
正
 
 

成
塁
 
□
 
□
 
□
 
 

2
「
亡
 
の
町
の
相
貌
 
 
 

こ
の
間
、
仏
教
は
伝
統
と
幕
府
の
ひ
護
の
下
紅
根
強
い
力
を
張
り
、
公
儀
に
は
仏
教
信
者
で
あ
る
こ
と
が
フ
リ
ー
パ
ス
の
原
 
 

則
で
あ
つ
た
。
従
つ
て
、
結
婚
や
旅
行
に
は
仏
教
徒
で
あ
る
こ
と
の
証
明
書
を
必
要
と
し
た
。
例
え
ば
旅
行
に
際
し
て
発
行
さ
 
 

れ
た
「
行
来
手
形
」
に
ほ
「
右
之
者
宗
旨
之
儀
者
代
々
真
言
宗
二
而
拙
守
丹
那
二
紛
無
御
座
候
」
と
し
た
た
め
て
安
全
通
行
を
 
 

依
頼
し
、
時
に
よ
つ
て
は
ま
た
、
先
々
で
の
一
宿
と
病
気
、
死
亡
等
の
場
合
の
措
置
「
以
御
慈
悲
を
其
所
之
御
作
法
二
御
取
置
 
 

可
被
下
僕
勿
論
国
元
へ
の
送
屈
ケ
ニ
及
不
申
」
等
を
書
加
え
た
も
の
で
あ
つ
た
。
そ
し
て
、
寺
院
と
並
ん
で
庄
屋
連
名
で
、
こ
 
 

の
証
明
書
を
発
行
す
る
慣
わ
し
で
あ
つ
た
 
（
註
1
）
 
 
 

宗
門
改
め
ほ
年
々
行
わ
れ
た
が
、
こ
の
近
郊
に
お
い
て
は
奉
行
が
海
田
に
出
張
し
、
そ
の
衝
に
当
つ
て
い
た
。
各
庄
屋
は
与
 
 

頭
と
共
に
村
民
の
所
属
す
る
寺
院
毎
に
家
族
の
名
簿
を
作
成
し
、
宗
旨
勧
改
帖
と
し
て
割
庄
屋
に
授
出
、
一
括
し
て
奉
行
に
報
 
 

告
し
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
調
査
は
相
当
き
び
し
い
も
の
で
「
村
中
男
女
奇
人
も
不
洩
」
入
念
に
政
調
ペ
「
有
論
成
者
壱
人
も
 
 

」
無
い
よ
う
に
し
、
今
後
「
不
審
成
共
御
座
候
得
ハ
急
度
可
中
上
」
若
し
調
香
不
十
分
な
時
は
「
庄
屋
与
頭
五
人
組
二
重
迄
曲
 
 

事
可
被
仰
付
」
と
し
た
も
の
で
あ
る
∪
（
註
2
）
 
善
し
宗
門
改
め
は
幕
府
の
最
高
政
策
で
あ
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
 
 

門
改
帖
を
発
給
さ
せ
、
そ
れ
に
は
「
他
人
へ
譲
置
又
ハ
質
物
等
二
入
禿
申
事
堅
仕
間
数
候
且
又
宗
門
者
真
言
宗
二
而
初
産
候
小
 
 

者
共
宗
旨
手
形
取
置
申
為
其
判
形
差
上
申
候
 
 

右
之
旨
於
相
背
者
尚
様
と
之
曲
事
可
被
仰
付
候
為
後
日
如
件
」
 
（
学
習
大
辞
典
、
日
本
歴
史
篇
P
三
七
五
所
載
、
切
支
丹
宗
門
 
 

改
帖
写
真
判
統
）
の
奥
書
を
述
べ
、
証
明
と
共
に
、
そ
の
決
意
を
誓
つ
た
も
の
で
あ
る
。
 
 

（
註
）
 
天
正
十
五
年
秀
吉
公
於
筑
前
箱
崎
耶
蘇
宗
門
併
行
御
停
止
之
御
車
出
之
写
 
 

（
浅
野
家
関
係
文
啓
一
）
（
広
大
国
史
学
研
究
重
蔵
）
 
 

定
 
 

一
、
日
本
着
神
国
タ
ル
ト
コ
：
墓
日
刊
支
丹
国
ヲ
リ
邪
法
ヲ
援
慣
儀
甚
以
不
可
然
啓
 
 

一
、
某
国
郡
′
者
ヲ
近
付
門
徒
ニ
ナ
シ
神
社
仏
閣
ヲ
打
破
ラ
セ
前
代
宋
門
二
候
国
郡
在
所
知
行
等
給
人
二
懲
下
僕
儀
ハ
当
座
の
孝
二
候
天
下
m
ヮ
御
法
度
相
守
諸
寄
可
得
 
 
 

其
意
ト
コ
ロ
ニ
下
々
ト
シ
テ
棋
ハ
数
倍
曲
事
二
俣
轟
 
 

一
、
伴
天
遵
其
智
忠
ノ
法
ヲ
以
コ
、
甘
サ
シ
次
第
僧
都
ヲ
持
瞑
ハ
ン
ト
被
恩
会
所
如
着
日
域
ノ
仏
法
ヲ
相
破
ル
革
曲
事
1
【
僕
条
件
天
運
／
俵
日
本
′
均
ニ
ハ
硬
作
再
マ
シ
 
 
 

ク
候
問
今
日
ヨ
ワ
廿
日
′
間
二
閣
烹
仕
可
帰
国
笑
内
下
々
伴
天
連
二
不
謂
族
申
掛
ル
そ
／
ア
ラ
ハ
曲
事
タ
ル
ヘ
シ
 
 

一
、
黒
舟
ノ
儀
ハ
商
売
′
亭
：
候
聞
各
別
二
俣
年
月
ヲ
経
諸
事
発
罠
可
仕
啓
 
 

一
、
自
今
以
後
仏
法
ノ
妨
ヲ
不
成
諜
ハ
商
人
′
儀
ハ
不
及
申
何
ニ
シ
テ
モ
苦
利
支
丹
国
ヨ
ワ
往
遼
不
苦
轟
 
 

安芸郡川角村宗旨改帖  
元治二牢（須山義夫氏蔵）  

毎年庄塁から割庄屋に撞ほしているよ  
うである。川角村には二筋残っている。  
熊野村には発見していない。近隣では  
栃原村の分がある。川角の人は広島寺  
町乃真宗超醇寺、英行寺、光園寺に属  
しでいた。  

併
々
御
役
所
 
 

御
当
節
宿
中
 
 

註
2
 
（
織
田
信
氏
戒
）
 
 
 

元
治
二
牢
（
一
入
大
玉
）
四
月
害
自
 
 

賛
芸
郡
川
角
村
宗
旨
何
故
雌
 
 

広
島
寺
町
 
案
宗
 
超
 
専
 
寺
 
 

川
角
村
之
内
 
 

「
廃
兵
街
 
同
母
親
 
固
弟
啓
次
 
同
弟
新
太
郎
 
同
弟
関
太
郎
 
同
妹
さ
よ
 
 

（
以
下
略
）
 
 

合
七
拾
≡
入
 
内
四
拾
人
男
 
井
≡
人
女
 
 
 

名
な
踏
絵
の
法
（
琴
竺
ハ
年
モ
安
政
四
年
）
 
（
一
 
 

六
二
九
～
一
八
五
七
）
と
し
て
約
二
百
三
十
年
間
 
 

庶
民
断
圧
の
手
段
と
し
て
猛
威
を
ふ
る
つ
た
の
で
 
 

あ
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ー
教
放
逐
の
結
果
と
し
て
 
 

同
時
に
一
般
の
人
々
ほ
必
ず
寺
籍
を
も
ち
、
誰
で
 
 

も
、
ど
こ
か
の
寺
の
信
徒
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
 
 

つ
た
。
従
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
を
捨
て
て
、
仏
教
 
 

へ
転
向
す
る
場
合
ほ
、
檀
家
た
る
寺
を
定
め
て
宗
 
 

（161）  （160）  



広
島
寺
町
 
真
宗
 
其
 
行
 
寺
 
 
 

川
角
邑
之
内
 
 

長
次
郎
 
同
女
房
 
同
娘
た
．
つ
 
 

（
以
下
略
）
 
 
 

合
拾
七
人
 
内
九
人
男
 
八
人
女
 
 

広
島
寺
町
 
其
宗
 
光
 
圃
 
寺
 
 
 

川
角
村
之
内
 
 

伝
雪
 
間
女
房
 
国
子
荘
介
 
同
子
信
太
郎
 
国
子
太
郎
 
同
娘
ふ
の
 
同
 
 

根
ゆ
か
・
同
娘
う
ら
 
 

（
以
下
略
）
 
 
 

合
膏
四
捨
六
人
 
内
入
拾
愛
人
莫
 
大
拾
五
人
女
 
 
 

物
大
数
合
弐
百
廿
六
人
 
内
百
廿
入
野
一
早
ハ
人
女
 
 

切
支
丹
宗
門
之
儲
は
従
先
年
ふ
度
々
御
改
被
為
成
候
得
共
今
匿
恋
て
堅
御
穿
星
懲
 
 

仲
村
村
中
男
女
愛
人
も
不
洩
念
入
宗
門
等
々
之
判
形
頂
隕
二
仕
喜
上
申
候
看
視
成
 
 

者
受
入
も
無
御
膵
蟻
此
心
得
拓
月
吟
味
仕
少
二
間
も
不
帯
成
典
御
座
瞑
得
ハ
急
匿
 
 

可
申
上
贋
猫
隠
問
之
著
者
候
こ
お
ゐ
て
ハ
庄
屋
与
頭
五
人
組
二
重
迄
曲
軍
可
智
仰
 
 

伺
候
為
後
日
如
件
 
 

丑
四
月
 
 

庄
屋
 
四
郎
右
衛
門
 
 

与
頭
 
次
郎
右
衛
門
 
 
 

割
庄
屋
 
其
 
内
 
殴
 
 
 

岡
見
習
 
沢
原
繁
太
郎
殿
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